
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

暫くは旧税率（８％）と新税率（１０％・軽減税率８％）が混在します。

９月と１０月にまたがる取引や請求書は、適用税率をよくご確認ください。

出典：ＴＫＣ月刊誌『事務所通信』 

① １０月最初の請求書の内容に注意 
(１) 締め日が２０日：９／２１～１０／２０の請求書には複数税率が混在しています。 
(２) カードの請求明細書：カード明細には税率の記載がない為、領収書と突合が必要です。 
(３) １０／１をまたぐ取引：３／３１以前の請負契約による完成・引渡し（経過措置）の処理に注意が必要。 

定期券は支払日によります。水道光熱費は１０／３１までの検針票により料金が確定するものがあります。

通信販売は商品到着日が基準となる場合が多く見受けられます。各書類記載の税率に注意が必要です。 

② １０月１日以後の返品・値引き・貸倒れの処理に注意 
(１) ９／３０以前に販売された商品の返品は８％です。返品の請求書にも税率を区分して明記が必要です。 

同様に貸倒れになった場合は販売時点の税率を適用してください。 
(２) 仕入先への返品：仕入先へ返品の場合も、９／３０以前の仕入れについては旧税率 

８％で処理します。仕入れ先からの請求書や納品書を確認し、返品する商品の 
税率に誤りがないかをご確認ください。 

１０月からの帳簿の区分経理 

（※１）福祉施設：一定の料金まで対象となります。学校：義務教育施設に限られます。 
（※２）別々で販売している惣菜と酒をセット購入で割引になる場合は軽減税率対象、割引額も合理的に按分できます。（軽減通達15） 
（※３）電気通信回路を介した役務の提供に該当し「新聞の譲渡」ではない為。 

この他にも、飲食料品に該当する販売奨励金、輸入品は８％対象となりますが、消費期限切れの食品を

家畜用に販売した場合は１０％になります。 

Yanagisawa Accounting Firm 

既に様々なご準備が行われていると思いますが、消費税特集最終回は、１０月以降実際に区分して記帳さ

れる際、１０％なのか８％軽減税率なのか判断に迷うような事例を取り上げましたのでご参考ください。 

消費税増税前の事前準備 ～ 最終回 ～ 

栁澤会計グループ 
〒391-0003 長野県茅野市本町西 1-40 

TEL： 0266-72-5060 FAX： 0266-72-5063 

www.yanagisawakaikei.net. 

Vol.30-09M A N A G E M E N T  P O S T  M A N A G E M E N T  P O S T  

８％ １０％ ８％ １０％ ８％ １０％
飲料（ホテル客室冷蔵庫） 飲料（ルームサービス） 配達（お弁当） 配達（業者が配達先で盛付） 新聞（定期購読） 新聞（コンビニ購入）

みりん風調味料 本みりん ミネラルウォーター 水道水 新聞（紙面） 新聞（ネット購読）(※3)

菓子（酒入） 酒 氷（食用） 氷（保冷用）・ドライアイス 種（食用） 種（栽培用）

人参（人用） 人参（家畜用） 列車飲食（ワゴン販売） 列車飲食（列車内食堂） 重層（食品添加物） 重層（掃除用）

食品（店頭購入） 食品（カタログギフト） 給食（福祉・小学校等）(※1) 社食、学食（大学等） 容器（食品に付帯） 容器（梱包・包装）

オロナミンC リポビタンD 惣菜と酒（セットで割引）(※2) 惣菜と酒（セット価格） 保冷剤（サービス） 保冷剤（別料金）

⾷  品 そ の 他

１０月以降の実務 

いよいよ１０⽉1 ⽇より消費税は１０％に増税され

軽減税率制度の導⼊がスタートいたします

出典：国税庁『消費税の軽減税率に関するＱ＆Ａ』

☆「準備編」は⼀先ず終了いたしますが、今後も消費税について必要な情報は随時お知らせしていきます。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

正常と認知症の中間ともいえる状態のことだが、 

日常生活への影響はほとんどなく、認知症とは診断 

できない。ＭＣＩのうち年間で１０％～１５％が 

認知症に移行するとされている。 

 

 

（平成２５年３月・浅田隆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                     
 
 

 
 

認知症って？ 



 
 
 
1．法定相続分 

相続人が複数いる場合は、財産や債務を相続人の間で分けなければなりません。 

遺言書があればその内容が優先されますが、そうでなければ、「法定相続」といって、法律で定められ

たとおり、分ける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

2．法定相続以外のケース 

・遺言書：遺言書に分け方が指定してある。 

・分割協議書：相続人全員の合意が必要。 

 ※相続人は、上記の他、債務を財産の部分だけ引き取る「限定承認」や「相続放棄」を選択すること

もできます。 

相続税の計算のもとになる、相続財産の評価額は、税法等で財産の種類ごとに評価額の決め方を定め

ています。 

1．土地の評価 

・市街地的形態を形成する地域（市街地の宅地等） 

路線価方式：路線価をもとに一定の計算を行う。 

・上記以外の地域 

倍率方式：「固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出。 

2．上場株式の評価 

 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期（相続又は遺贈の場合は

被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日）の最終価格によって評価します。 

 ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い

価額により評価します。 

・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額 

・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額 

・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

 

 

  

    

  

  

 

 

 

 

  
 

      

（橋本健治）

相続のとき、どのぐらいの財産を相続できる？ 

相続財産の評価方法は？ 

税金・会計 Ｑ＆Ａ 



 
エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 
 
２０１９年６月２８日付で法人税基本通達が発遣され、法人向け定期保険の税務取扱が改正されました。 

この改正により、適用日以後の契約に係る経理処理に影響が生じます。 

【 対象となる保険 】 

・定期保険（長期平準定期保険・逓増定期保険等） 

・第三分野保険（がん保険等） 

① 定期保険または第三分野保険（最高解約返戻率５０％超の定期保険等） 

 支払保険料について損金算入割合が変更され、一部を資産計上することが原則となります。 

【 適用開始 】２０１９年７月８日以後契約分より 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 短期払のがん保険等（解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険） 

年間の支払保険料が３０万円以下であれば損金算入が認められます。これについては一被保険者ごと、

該当する全契約の通算で判断することとなります。 

【適用開始】２０１９年１０月８日以後契約分より 

 

なお①②いずれも適用日以前の契約については、改正前の取扱いが適用されます。    （北原隆幸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

法人向け定期保険等の取扱いについて 

職員コラム ～ 栁澤会計に入所して ～   橋本健治 

 ここ数ヶ月の新入社員の社員コラムを読んでいて、私も「栁澤会計に入所して」

というテーマで考えてみました。 

私は１９９４年４月に栁澤公認会計士事務所に入社しました。その後、法人化

に伴い、税理士法人栁澤会計に移籍し、今に至っています。現代では死語となり

ましたが、「ＯＡコンサルタント」の募集に惹かれて入社し、会計・税務とＳＥ

(システムエンジニア)の２つの仕事を兼務してキャリアを積んできました。 

今の自分があるのは、「周囲の人のおかげ」だと思います。職場の仲間、家族、

地域の方々、そして一番は、顧問先のみなさんです。若い頃はお叱りを受ける 

こともありましたが、皆さまからの温かい叱咤激励をいただき、育てて頂

きましたことは本当に感謝しきれません。これからはその感謝を下の世代

に返していきたいと思っています。  

栁澤が栁澤会計を開業したのが１９８０年９月１日ですので、栁澤会計

は２０２０年に４０周年という節目の年を迎えます。より一層、精進して

周囲の全ての方々にとって、なくてはならない会社を作っていきたいと思

います。これからもどうぞよろしくお願いいたします！ 

最高解約返戻率 支払保険料の損金算入割合

５０％以下 全額損金

５０％超　７０％以下 ３／５損金

７０％超　８５％以下 ２／５損金

当初１０年：１００％－（最高解約返戻率×９０％）

１１年目～：１００％－（最高解約返戻率×７０％）

８５％超


